
 

 

 

  
 

○ 長野県本人確認情報保護管理規程第７条の規定に基づき、セキュリティ責任者（市町村課長）は住民

基本台帳ネットワーク（以下「住基ネット」という。）の適正な運用を図るために監査を実施。 

○ 監査の基本方針及び方法は、「県事務への住民基本台帳ネットワークシステムの利用に係る監査実施方

針」（以下「監査実施方針」という。）に定め、これに基づきセキュリティ責任者及びネットワーク管理

者（情報政策課長）が監査実施計画を毎年作成し、県機関における住基ネットに係る運用や職員が遵守

すべき事項が守られているかを確認。      
 

 

 

○ 監査実施方針に基づき、事務利用機関等が自ら行う自己点検、内部監査人が監査する内部監査 

 及び外部監査人が監査する外部監査の３種類を実施。 
 

区分 
方法等 

対象機関 
内容 実施時期 監査人 

自己点検 

（H20 年度～） 

調査表の該当項目につ

いて、１点から３点の３

段階で自己点検を行う 

毎年１回 各機関の責任者 

全 19 機関 

○事務利用機関（全 19 機関のうち 17 機関） 

 消防課、職員課、税務課、地域福祉課、 

ものづくり振興課、建築住宅課、国際課、 

10 地方事務所地域政策課 

□運用機関（全 19 機関のうち２機関） 

市町村課、情報政策課 

内部監査 

（H20 年度～） 

自己点検結果について

内部監査人が実地に検

証する １機関あた

り３年に１

回 

セキュリティ責

任者及びネット

ワーク管理者の

指定する職員 

○事務利用機関（全 19 機関のうち 17 機関） 

 同上 

外部監査 

（H21 年度～） 

自己点検結果について

外部監査人が実地に検

証する 

一定の資格・能

力を有する監査

人 

◇業務端末設置機関（17 事務利用機関のうち

11 機関） 

 国際課、10 地方事務所地域政策課 

 
 

 

  

○ 前年度に引き続き、担当者研修会等において必要なセキュリティ対策や自己点検の趣旨等について周

知を図った結果、全ての監査で全項目３点満点となった。今後も、研修会や監査等の継続実施により、

住基ネットのセキュリティの確保に努め、適切な運用を図っていく。 
 

区分 実施機関 監査者 監査結果 指摘内容と対応 

自己点検 全事務利用機関等 事務利用機関等 3.00 点 改善を要する項目なし 

内部監査 職員課、ものづくり振興課、建築住宅課  市町村課、情報政策課 3.00 点 改善を要する項目なし 

外部監査 諏訪・木曽地方事務所 外部監査人 (TIS㈱) 3.00 点 改善を要する項目なし 
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